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「横浜みどりアップ計画

と横浜みどり税」 
 

（見える化部会で作成した横浜みどりアップ計画と 

横浜みどり税をわかりやすく説明するための資料） 
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横浜みどりアップ計画と横浜みどり税 
 

 

 

 

 

＜横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の位置づけ＞ 

 横浜市では、長期的な視点から水・緑環境の保全と創造に取り組むため、平成37年度（2025 年）を

目標年次とした「横浜市水と緑の基本計画」を平成18年（2006年）に策定しました。 
あわせて、この基本計画を重点的に取り組んでいくための計画として「横浜みどりアップ計画」を策

定し、緑施策を推進してきました。 
しかし、緑の減少が続いていることから、これまでの取組を強化するための５か年の事業計画として、

『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）』を策定し、これまでの取組をより強化・充実するための

重要な財源として「横浜みどり税」を導入し、「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」施策を平

成21年４月から推進しています。 
 

横浜市基本構想（長期ビジョン） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■横浜みどり税（課税対象と税率、実施期間） 

対象 
税率 

（市民税の均等割に上乗せ） 
期間 備考 

個人 ９００円／年 平成21 年度～平成25 年度 
所得が一定金額以下で市民税均等割が課

税されない方を除く 

法人 ９％／年 

平成21 年4 月1 日から平成 26 年

3 月31 日までの間に開始する事業

年度分 

法人税割が課税されない法人を除く 

※平成23年12月市会において、軽減期間が平成24

年度末まで延長されました。 

H18（2006年） H37（2025年）H21（2009年）

横浜みどりアップ計画 
（既存） 

 横浜みどりアップ計画 
（新規・拡充施策） 
Ｈ21年度～25年度 

財源として横浜みどり税を活用

 

都
市
緑
地
法

つ
く
り
育
て
る
条
例 

 

緑
の
環
境
を

横浜市水と緑の基本計画（Ｈ18年度～37年度） 

横浜市中期4か年計画 
（Ｈ22年度～25年度） 

44



＜横浜市の緑施策における財源の考え方＞ 

①         ：一般財源・国費・市債等と横浜みどり税を財源とします 特別会計 

           横浜みどり税充当            横浜みどり税非充当 
 

②         ：一般財源、国費、市債等を財源とします 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

民有地緑化の誘導              等

・事業費のないもの（８取組） 

緑地保全制度等の拡充 
国への制度要望 

 

横浜市 

みどり基金

国費・市債

等 

一般財源・

国費・市債

等 

 
 

 
 
 
 
 
 

●新規事業（13 事業） 

・樹林地管理団体活動助成事業 
・収穫体験農園の開設支援事業   等 

◎拡充事業※（7 事業） 

・特別緑地保存地区指定等拡充事業 
・緑地再生等管理事業 
・市民協働による緑地維持管理事業 
・地域緑のまちづくり事業 
               等 

◇新規事業等（14 事業） 

・ウエルカムセンター整備事業 

・施設の省エネルギー化推進事業     等 

 
（拡充分）

 
（既存分）

横
浜
み
ど
り
税

【財源】 

一般会計 

横浜市水と緑の基本計画（Ｈ１８～３７年）

＜横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）Ｈ21～25年＞

特別会計（みどり保全創造事業費会計）〔①〕 
 

 

 

 

・京浜の森づくり事業 

・生産環境整備事業 

・市内産農産物の生産振

興事業 

・農業担い手支援対策 

・公園の整備・維持管理

          等

 

一般財源・国費・市債

等 

＜その他の緑施策＞

一般会計〔②〕 

△「横浜みどり税」非充当事業 

▲「横浜みどり税」充当事業 

※ ◎拡充事業  ： 既存分とは拡充事業のうち、『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）』の以前から実施していた部分
で、一般財源により実施します。拡充分とは、既存分から事業規模や対象を拡大して実施する部分で、「横
浜みどり税」を活用して実施します。 

 

■「横浜みどり税」を充当する事業と充当しない事業の基本的な考え方について 
 横浜みどり税条例においては、税の趣旨として、「緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るため」としています。 

 また、横浜市税制研究会の考え方や市民意識調査の結果を踏まえ、平成20年10月に公表した「横浜みどりアップ計

画（新規・拡充施策）の推進に向けた新たな税制案について」で、具体的な使途を市民の皆様に下記のとおりお示しし

ています。 

▲「横浜みどり税」を

充当する事業 

『横浜みどりアップ計画（新規・拡充事業）』に基づく新規事業や、大幅に拡充した事

業の拡充部分に充当することとし、 

①【 守 る 】保全により直接的な効果がある公有地化等樹林地・農地の保全 

②【 つ く る 】市民の皆様が身近に緑を実感することができるような緑化の推進 

③【 管 理 】樹林地等の維持管理の充実による緑の質の向上 

④【市民参画】ボランティアなどの市民参画の促進につながる取組 

などに「横浜みどり税」を充当しています。

△「横浜みどり税」を

充当しない事業 

個人の所得保障や特定産業の個別支援につながる事業、施設の整備費には、「横浜みどり

税」を充当せず、一般財源等により『横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）』に取り組みま

す。※拡充事業のうち既存分についても「横浜みどり税」は充当しません。 
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＜横浜みどり税と横浜市みどり基金の関係・横浜みどり税の執行状況＞ 

１ 横浜みどり税の税収と横浜市みどり基金の関係 

     「横浜みどり税」の使いみちをわかりや

すくするとともに、年度間の財源調整を図

るため、「横浜みどり税」の税収相当額を

「横浜市みどり基金」に積み立て、他の一

般財源と分けて管理しています。税収に対

して買取り等の事業費が少ない前半に基

金を積み立て、事業費が税収を上回る後半

に積み立てた基金を活用することで年度

間の財源調整を図ります。 平成21年度 平成25 年度

〈
税
収
〉 

横浜みどり税 

横浜市 
みどり基金 

横浜みどり税の平均税収 
約20億円／年 

２ 横浜みどり税の使いみち 

 「横浜みどり税」の使いみちを９００円（個人市民税上乗せ分と同額）に換算して、棒グラフで表しました。

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

樹林地（60%）
540円

農地（13%）
117円

緑化（23%）
207円

積立（4%）
36円

樹林地（43%）
387円

農地（7%）
63円

緑化（10%）
90円

積立（40%）
360円

樹林地（24%）
216円

農地（5%）
45円

緑化（13%）
117円

積立（58%）
522円

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ２３予算

Ｈ２２決算

Ｈ２１決算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（コラム）所有者の方に安心して樹林地を持ち続けてもらうために

～どのような時に買い取るのか～ 

・市内の樹林地の多くは民有地であり、そ

の保全については、土地所有者の方々の

ご理解とご協力を得て、緑地保全制度に指

定することで、税の軽減や維持管理などの

面から支援し、良好な樹林地としてできる

だけ持ち続けていただくことを基本として

います。 

・その上で、特別緑地保全地区や市民の森

の指定等で、相続等の不測の事態による

買取りの希望などに対応し、本市が土地を

買い取ることで、将来にわたり保全を図っ

ています。 

横浜みどり税の活用により、買取希望へ

の対応がより一層できるようになったこ

とが、土地所有者の方々への安心感へつ

ながり、保全への協力が増加しています。 

 

指定をした樹林地等の買取りは、一般財源や国費、市債、横浜み

どり税等の財源を活用して行っています。 
「みどり保全創造事業費会計」の樹林地を買取る事業は、財源が 
・国費、市債、一般財源による事業（既存分） 
・国費、市債、横浜みどり税を充当する事業（拡充分） 

の２種類があり、買取りはまず、既存分で行い、財源が足りなくな

った場合には、横浜みどり税等を活用して買取り（拡充分）を行い

ます。 

グラフを見ると事業

の推進により「横浜みど

り税」が基金への積み立

てではなく、事業により

執行されている経過が

わかります。 

横浜みどり税の執行状況 （Ｈ21、22決算 H23予算 ９００円換算）

【凡例】 
■「樹林地を守る」 
■「農地を守る」 
■「緑を作る」 
■「基金の積立」 

従来からあった取組

（既存分） 

みどり税の導入によ
って強化された取組 

（拡充分） 

買取財源イメージ図 

横浜みどり税

市債 

国費 

一般財源 

市債 

国費 

～みどりアップ計画（新規・拡充施策）の中心的な取組である樹林地の指定・買取について～ 

指定・
買取 

97円 

その他※ 
119円 

指定・買取 
267円 

その他※ 
120円 

指定・買取 
308円 

その他※ 
232円 

・・・樹林地の維
持管理推進事業、
利活用促進事業
等に使われてい
ます 

※その他
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横浜みどり税を充当している事業を紹介します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【樹林地を守る：８事業】 

１ 樹林地を守り、買取る事業        ２ 樹林地を良好に維持・管理する事業  ３ 樹林地を守るためのその他の事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （特別緑地保全地区指定等拡充事業）     （緑地再生等管理事業）            （その他（６事業）） 

【農地を守る：９事業】 

１ 水田を保全するための事業       ２ 市民が身近に地産地消を感じる事業  ３ 農地を守るためのその他の事業 
（水田保全契約奨励事業）           （収穫体験農園の開設支援事業）        （その他（７事業）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【緑をつくる：３事業】 

１ 地域と協働で緑をつくる事業       ２ 民有地の緑化を進める事業      ３ 街路樹を良好に維持・管理する事業 
（地域緑のまちづくり事業）           （民有地緑化助成事業）             （いきいき街路樹事業） 

 

樹林地を保全するため、緑地保

全制度（「特別緑地保全地区」、「市

民の森」、「緑地保存地区」等）の

積極的な地区指定を進めます。 
 また、特別緑地保全地区の指定

地等で、不測の事態による買取り

の希望などに対応し、確実に担保

します。 

多様な動植物が生息する健全な

森とするため、市民の森等について

間伐や下草刈りなどの管理を行っ

ています。 
また、緑地保存地区等の民有樹林

地に対しては、住宅地との境界部等

における草刈作業や危険樹木撤去

に対する助成を行っています。 

・「保全管理計画」を市民との協働で作
成 

・森の恵み塾等 
（森の楽しみづくり事業） 

・市民団体からの提案に対する実施支
援 
（みどりの夢かなえます事業 

・市民の森等の管理で生じた間伐材の
チップ化の支援等 
（間伐材資源循環事業） 

・都市公園の適地となる農地等を分区園等

を主とした都市公園として整備 
（農園付公園整備事業） 

・食の祭典の開催等 

（食と農の連携事業） 

・不法投棄監視警報装置の設置等 
（不法投棄対策事業） 

・農薬飛散防止ネットの設置等 
（環境配慮型施設整備事業） 

・市が仲介し、農地の長期貸付へ誘導 

（農地貸付促進事業） 

・土地所有者が手放さざるを得なくなった

農地等を市民農園用地として買取り 

（市民農園用地取得事業） 

・新規参入希望者等へ農地利用集積させる

事業の構築・実施 

（農地流動化促進事業） 

 収益性がよくないため、年々減少

の一途をたどる水田ですが、貯水機

能や景観形成などの多面的機能が

高く、人と自然の関わりの中で育ま

れてきた、市民共有の貴重な自然環

境として保全する必要があります。 
 そこで、１０年間の水稲作付の継

続を条件に支援を行い、水田面積の

減少を食い止めていきます。 

 市民が身近なところで地産地消

を実感できるように、果樹のもぎ取

りや野菜の摘み取りなど、近年人気

が高まっている収穫体験を楽しめ

る果樹園や農園の整備を支援しま

す。 

・園庭の芝生化の整備費等を助成 
（保育園・幼稚園芝生化助成事業） 
・花壇やプランターの整備を助成 
（区民花壇事業） 
・ブロック塀を撤去し、生垣を設置す
る費用を助成 
（生垣設置事業） 
・屋上又は壁面緑化の工事費用を助成
（屋上緑化助成事業） 
・名木古木を指定・保存し、指定木の診
断・治療・剪定等の管理に助成金を交
付 
（名木古木保存事業） 
・人生の節目の記念に希望した市民へ
苗木を無料配布 
（記念樹等生産配布事業） 

 地域にふさわしい緑化を、地域と

市が協働で話し合い、地域ぐるみで

緑化計画をつくります。 
 作成された緑化計画に基づき、民

有地の緑化には助成を行い、公有地

の緑化は公共事業として整備を進

めます。 

 街路樹は、快適な緑陰をつくり、

都市に潤いや憩いを与えるととも

に、街並みの美観を向上させていま

す。これら街路樹を良好に生育さ

せ、市民に美しく豊かな緑を提供す

るとともに、歩行者や車両等の安全

で円滑な通行を確保するため、せん

定頻度を引き上げ、適正な管理を行

います。 

・森づくり活動をしている団体への活動
支援 
（樹林地管理団体活動助成事業） 

・森にかかわる人材育成 
（森づくりリーダー等育成事業） 

（市民協働による緑地維持管理事業） 
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